
◇
日
時　

７
月
３
日
（
水
）
15
時

15
分
～
16
時
40
分　

◇
場
所　

石
上
児
童
館

◇
対
象　

市
内
在
住
の
小
学
生

◇
内
容　

短
冊
作
り
、
お
や
つ
作

り
（
グ
ミ
）

◇
定
員　

先
着
20
人

◇
参
加
費　

50
円
（
材
料
費
）

◇
持
ち
物　

グ
ミ
を
固
め
る
容
器

な
ど

◇
申
込
み　

６
月
18
日
（
火
）
か
ら

28
日
（
金
）
ま
で
（
９
時
～
17
時
）

に
、
所
定
の
申
込
用
紙
（
用
紙
は

同
児
童
館
に
あ
り
ま
す
）
に
必

要
事
項
を
記
入
し
、
参
加
費
を

添
え
て
石
上
児
童
館
へ

☆
電
話
で
の
申
込
み
、
家
族
以
外

の
代
理
人
か
ら
の
申
込
み
は
で

き
ま
せ
ん
。

◆
問
い
合
わ
せ　

石
上
児
童
館
（　

６
５―

３
８
２
５
／
日
・
月
曜

日
と
祝
日
は
休
館
）
へ

◇
日
時　

７
月
13
日
（
土
）
10
時

～
11
時
30
分

◇
場
所　

男
女
共
同
参
画
プ
ラ
ザ

（
か
が
や
き
プ
ラ
ザ
）
１
階

◇
参
加
費　

無
料

◇
内
容　

手
軽
に
心
地
よ
い
リ
ズ

ミ
カ
ル
な
体
操
を
身
に
つ
け
、

脳
の
働
き
を
活
性
化
し
、
脳
活

習
慣
の
コ
ツ
を
学
び
ま
す
。

◇
講
師　

西
田
智
恵
子
氏
（
真
美

健
康
体
操
協
会
イ
ン
ス
ト
ラ
ク

タ
ー
）

◇
定
員　

先
着
20
人
（
女
性
の
み
）

◇
持
ち
物　

タ
オ
ル
、
飲
み
物
、

　

／
動
き
や
す
い
服
装
で

◇
保
育　

先
着
10
人
（
無
料
・
要

予
約
）

◆
申
込
み
・
問
い
合
わ
せ　

６
月

20
日
（
木
）
か
ら
、
男
女
共
同

参
画
課
（　
６
８―

２
６
６
６

　

／
Ｆ
Ａ
Ｘ
６
８―
２
６
６
５
／

日
・
月
曜
日
、
祝
日
は
休
館
）
へ

▼
３
Ｂ
体
操
教
室
（
全
８
回
）

◇
期
間
・
時
間　

７
月
～
平
成
26

年
３
月
ま
で
の
毎
月
第
２
木
曜

日　

13
時
30
分
～
14
時
30
分

☆
10
月
・
３
月
は
第
１
木
曜
日

◇
対
象　

市
内
在
住
の
知
的
障
害

者
◇
指
導　

稲
留
か
お
り
氏

◇
定
員　

先
着
30
人

▼
書
道
教
室
（
全
７
回
）

◇
期
間
・
時
間　

７
月
19
日
か
ら

８
月
30
日
ま
で
の
毎
週
金
曜
日
15

時
30
分
～
17
時

◇
対
象　

市
内
在
住
の
５
歳
～
８

歳
ま
で
の
知
的
障
害
児
と
そ
の

保
護
者

◇
指
導　

宮
﨑
治
子
氏

◇
定
員　

先
着
10
組

◎
共
通

◇
場
所　

障
害
者
ふ
れ
あ
い
セ
ン

タ
ー

◇
参
加
費　

無
料

◆
申
込
み
・
問
い
合
わ
せ　

６
月

15
日
（
土
）
か
ら
29
日
（
土
）

17
時
ま
で
に
障
害
者
ふ
れ
あ
い

セ
ン
タ
ー
（　
６
７―

２
１
８

　

８
／
Ｆ
Ａ
Ｘ
６
６―

３
６
１
１

　

／
月
曜
日
は
休
館
）
へ

▼
万
葉
講
座

◇
日
時　

６
月
22
日
（
土
）
13
時

30
分
～

◇
場
所　

文
化
セ
ン
タ
ー　

４
階

視
聴
覚
室

◇
テ
ー
マ　

万
葉
の
歌
／
花
の
饗

宴
◇
講
師　

宮
地
た
か
氏
（
奈
良
文

化
女
子
短
期
大
学
名
誉
教
授
）

◇
受
講
料　

一
般
５
０
０
円
（
山

の
辺
文
化
会
議
会
員
は
無
料
）

☆
申
込
み
は
不
要
で
す
。

◆
問
い
合
わ
せ　

文
化
セ
ン
タ
ー

（　
６
３―

５
７
７
９
／
月
曜

　

・
祝
日
は
休
館
）
へ

10

くらしの情報File

石
上
児
童
館　

「
七
夕
会
」に

参
加
し
ま
せ
ん
か

「
リ
ズ
ム
に
合
わ
せ
て
表
情

美
人
」
～
カ
ラ
ダ
に
い
い
、
コ

コ
ロ
に
効
く
脳
活
体
操
～

講
座
・
教
室

山
の
辺
文
化
会
議

障
害
者
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

各
教
室
の
ご
案
内

市 税 の お 知 ら せ

７月１日(月)は、市・県民税(全期分、１期分)の納期限です。

～納期内の納付にご協力ください～

◇市・県民税は、本市に１月１日現在住んでおられる人の、前年１年間の所得に対して

　課税されます。納税には、給料や年金から差し引かれて納める特別徴収と、ご自身が

　金融機関などの窓口で納めていただく普通徴収の２通りがあります。

◇公的年金を受給している人は、65歳になると支払い方法が変わります。新たに対象と

　なる人には納税通知書にお知らせのチラシを同封しますのでご覧ください。

☆市役所窓口、金融機関のほか、コンビニエンスストア（休日・夜間を問わず納付可）

　及び、郵便局でも、納付できます。

◆問い合わせ　課税のことは税務課（　内線２４８・２４９・６１３）

　　　　　　　納税のことは収税課（　内線２０３・２０４）へ　


